
都側資料２ 

第 29 次地方制度調査会 

「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」（抜粋） 

 

第 1 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 

 

１ 市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現状認識 

 ○ 市町村数は３，２３２（平成１１年３月３１日現在）が１，７６０（平

成２２年３月２３日見込み）となり、全体として見た場合には、市町村合

併は相当程度進捗したものと考えられる。 

 ○ 多くの合併市町村において、合併後３年から４年の段階で、既に次のよ

うな成果が現れている。 

  ① 経営中枢部門の強化や保健福祉等の専門職員の配置など、地方分権の

受け皿としての行政体制が整備されつつある。 

  ② 人口減少・少子高齢化社会への備えとして、強化された行財政基盤を

活かし、地域の将来を左右する少子化対策・高齢化対策などの取組が行

われている。 

  ③ 広域化が進む行政需要への対応や地域資源を戦略的に活用した広域的

な地域活性化の新たな取組が生まれつつある。 

  ④ 適切な職員配置により住民サービスの水準の確保を図りつつ職員総数

を削減するなど、効率的な行政運営の取組が行われている。 

 ○ 大都市圏においては、市町村合併の進捗率が低く、面積が小さな市町村

が数多く存在しており、行政サービスの受益と負担が一致しておらず、公

共施設の円滑な利活用や一体性のある広域的なまちづくりの観点から、合

併や広域連携などを含めて、行政運営の単位のあり方が問われている。 

 

２ これからの基礎自治体のあり方 

 ○ 今後の人口減少・少子高齢化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、基礎自

治体としての重要な役割や市町村が抱える課題に対応するためには、今後

とも、市町村の行財政基盤を強化していく必要がある。 

 ○ 平成１１年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の

期限である平成２２年３月末までで一区切りとすることが適当であると考

えられる。その上で、平成２２年４月以降は、自主的に合併を選択する市

町村に対して必要な支援措置を講ずることが適当である。 

 ○ 市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同処理方式による周辺市

町村間での広域連携や都道府県による補完などの多様な選択肢を用意した

上で、それぞれの市町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択で

きるようにすべきである。 



３ 今後の対応方策 

 ○ 市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今後もなお有効

であると考えられ、現行合併特例法期限後においても、自らの判断により

合併を進めようとする市町村を対象とした合併に係る特例法が必要である。 

 ○ 地方自治法においては、一部事務組合及び広域連合、協議会、機関等の

共同設置並びに事務の委託など、多様な事務の共同処理の仕組みが設けら

れている。このような事務の共同処理の仕組みが一層活用されるよう、地

方公共団体のニーズを踏まえた制度の見直しを行う必要がある。 

 ○ 小規模市町村の事務処理体制を整備していくためには、市町村合併によ

る行財政基盤の強化、また、周辺市町村との様々な形態の活用による広域

連携の方法に加え、なお、これらによっては、必要な行政サービスを安定

的に提供することが困難と考えられる小規模市町村があればその選択によ

り、法令上義務付けられた事務の一部を都道府県が代わって処理すること

も考えられる。 

 ○ 大都市圏においては、今後、地方圏に比べて急速な高齢化が進行し、ま

た、昭和３０年代から４０年代にかけての人口急増期に集中的に整備した

公共施設が一斉に更新時期を迎えるため、これらに伴う財政負担の急増が

見込まれている。 

 ○ 大都市圏の市町村は、他の地域に比して人口密度が高く市街地も連たん

しており、市町村合併や広域連携による高い効率化効果が期待でき、広域

連携の推進に加え、自らの判断による合併の可能性も視野に入れて将来の

都市像を描いていくことも考えられる。 

○ 大都市圏の市町村は一般的に人口が多く、合併によりさらに人口規模が

拡大する場合には、住民自治の充実を図る観点からも、旧市町村単位での

まとまりを維持することができる仕組みについて幅広く検討を行うことが

適当である。 

 ○ 地域自治区制度の一層の活用を促す観点からは、市町村の判断により当

該市町村の一部の区域を単位として地域自治区を設置することもできるよ

うにすることについて検討すべきである。 

 

第２ 監査機能の充実・強化 

（省略） 

 

第３ 議会制度のあり方 

（省略） 
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